
質疑・回答書（１） 
業務名  滋賀県盛土等情報管理システム構築および運用保守業務 

②【調達仕様書】3.1 管理自治体向 

け機能 

・3.1.1 地図表示機能について、土砂

災害警戒区域等の「その他法令区域」

のデータは、本システムで取り扱わな

いと考えてよろしいでしょうか。 

 

 

・ご質問のとおり、取り扱いません。 

 

 

③【調達仕様書】3.1 管理自治体向 

け機能 

・3.1.3 許可申請書入力・申請機能に

ついて、「事前協議の要件に対する協

議確認書」を用いた運用は以下の認識

でよろしいでしょうか。 

 また、以下の運用をシステム上で対

応すると考えてよろしいでしょうか

（機能構築）。  

【事前協議】⇒【事前協議の要件に対

する協議確認書の提出】⇒【新規許可

申請・届出】 

 

 

・ご質問の認識どおりです。 

 なお、【事前協議】⇒【事前協議の要

件に対する協議確認書の提出】⇒【新

規許可申請・届出】の流れについて、

市町からの意見照会は、紙面やメール

でやりとりするため、すべてが記載の

流れではなく、【新規許可申請・届出】

のみの場合もあります。 

 

④【調達仕様書】4.4.9 ドメイン管 

理に関する確認 

・「本システム運用終了後における廃

止ドメインの管理」について確認させ

てください。  

 

 

・ご質問の認識どおりです。 

なお、廃止（運用終了）案内等の簡易

質 問 事 項 回 答 

①【調達仕様書】1.6 システム化範囲 

・「1.4 対象業務の（エ）他法令との連

携・調整業務」について、みなし許可

の申請（開発許可申請）、建築確認申請

に必要な適合証明書の発行は、本シス

テムの対象外と考えてよろしいでし

ょうか。 

 

・みなし許可の申請（開発許可申請）

について、中間検査と定期報告につい

ては、対象とします。 

・建築確認申請に必要な適合証明書の

発行については、対象外です。 



・本システム運用終了後 3 年間の廃

止ドメイン保持期間において、受注者

に求められる対応は、廃止（運用終了）

案内等の簡易なページ表示およびド

メインの保持までを想定しており、本

番環境と同等の運用・監視・可用性確

保までは求められていないとの理解

でよろしいでしょうか。あわせて、当

該対応に係る費用は、ドメイン維持費 

および簡易ページ維持に係る費用ま

でを本業務の委託料に含めるとの理

解でよろしいでしょうか。 

なページ表示は実装を要しません 

 

⑤【調達仕様書】6 データ移行 

・表 15 においては、以下の 4 つが移

行対象として記載されています。  

 許可申請書（Excel）  

 添付資料（PDF）  

 既存盛土等調査結果一覧（Excel） 

 既存盛土等カルテ（PDF）  

・データ移行は、以下の認識で相違あ

りませんでしょうか。  

① 届出盛土に関するデータは移行対

象外  

② 既存盛土について、シェープファ

イル等のベクトルデータの移行 

は想定していない  

③ 紙図面等の資料を基に、盛土の位

置・形状・属性情報を読み取り、 

手入力により登録する作業は想定し

ていない  

・なお、上記①〜③のいずれかが移行

対象または作業対象に含まれる場合

は、対象範囲（データ種別、件数規模、

作業内容）および想定されるデータ形

式・入力内容についてご教示くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①対象外 

②対象外 

③ご認識のとおり 

 



⑥【調達仕様書】8 研修・教育 

・利用職員および管理者については操

作説明会の実施があります。一般利用

者（県民等）および申請者への操作説

明会は、本業務の対象外と考えてよろ

しいでしょうか。 

 

・ご質問の認識どおりです。 

 

 

 

 

 

⑦【入札説明書】2 入札に参加する者

に必要な資格 

・履行実績を証明するための書類につ

いて、3 月 31 日時点で業務完了見込

みの場合、書類としては契約書と特記

仕様書でよろしいでしょうか。  

・(6)の履行実績について、件数は 1 

件以上でよろしいでしょうか。  

・もし複数件の履行実績が必要な場

合、上限をご教示ください。 

 

 

・ご質問の認識どおりです。 

 

 

令和８年２月 17 日（火）            滋賀県土木交通部住宅課   

 


